
国による安定ヨウ素剤の確保体制

Ø 国は、 UPZ内外において安定ﾖｳ素剤が不足した場合に備えた備蓄を実施しており、全国を５つのﾌﾞﾛｯｸ

（北海道、東北・関東、中部、中国・四国、九州）に分け、５か所の安定ﾖｳ素剤集積所に平成30年度まで

に丸剤200万丸、平成31年度までに乳幼児向けｾﾞﾘｰ状安定ﾖｳ素剤15万包の備蓄を実施。

Ø 緊急配布場所への輸送は、北海道ﾌﾞﾛｯｸの安定ﾖｳ素剤集積所から24時間以内、隣接ﾌﾞﾛｯｸの安定ﾖｳ素

剤集積所から３日以内、その他ﾌﾞﾛｯｸの安定ﾖｳ素剤集積所から７日以内に完了する体制。

Ø さらに、不足の場合には、民間工場での全力生産及び海外からの援助等により、必要数を確保。

UPZ内外の安定ﾖｳ素剤
緊急配布場所

泊発電所

隣接ﾌﾞﾛｯｸ
（３日以内に輸送完了）

その他ﾌﾞﾛｯｸ
（７日以内に輸送完了）

（凡例）

：隣接ブロックの安定ﾖｳ素剤集積所

：北海道ブロックの安定ﾖｳ素剤集積所

：その他ブロックの安定ﾖｳ素剤集積所

北海道ﾌﾞﾛｯｸ
（24時間以内に輸送完了）

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
（北海道原子力防災ｾﾝﾀｰ）

安定ヨウ素剤集積所

指示

輸送
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避難退域時検査場所候補地選定の考え方

ﾙｰﾄ 検査場所 避難元町村

１

①余市ｱｯﾌﾟﾙﾎﾟｰﾄ（農道空港）②中央

水産試験場③余市河口漁港④道の
駅「ｽﾍﾟｰｽ・ｱｯﾌﾟﾙよいち」⑤おたるﾏﾘ
ﾝ広場

泊村、神恵内村、

積丹町、古平町、

余市町

２

①都運動公園（赤井川村）②道の駅

あかいがわ③赤井川村山村活性化
支援ｾﾝﾀｰ（ｷﾛﾛﾘｿﾞｰﾄ入口）④ｷﾛﾛﾘ
ｿﾞｰﾄ

仁木町、赤井川村

３

①後志総合振興局②倶知安町中央

公園③旧東陵中学校④京極町総合

体育館⑤京極ｽﾘｰﾕｰﾊﾟｰｸ⑥喜茂別

町町民公園⑦喜茂別町農村環境改
善ｾﾝﾀｰ、【再掲】ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄ

岩内町、倶知安町

４

①道の駅「ﾆｾｺﾋﾞｭｰﾌﾟﾗｻﾞ」･ﾆｾｺ町運

動公園②羊蹄山自然公園③道の駅
「230ﾙｽﾂ」④ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄ

共和町、ﾆｾｺ町

５

①道の駅「らんこしふるさとの丘」②旧

目名小学校③蘭越町田下PA④黒松

内町白井川PA⑤道の駅「黒松内」

蘭越町

６
①潮路小学校②ゆべつのゆ、【再掲】

道の駅「黒松内」
寿都町

参考６
Ø 北海道では、緊急時の避難を円滑に行うため、UPZ内人口や避難経路等を考慮し、避難元町村と各

避難退域時検査場所の対応付けを行ったうえで、候補地をあらかじめ準備。

避難退域時検査場所の候補地の設定

UPZ

PAZ

５

２

４

３

２

１

ﾙｰﾄ6

ﾙｰﾄ5

ﾙｰﾄ4 

ﾙｰﾄ3 ﾙｰﾄ2

ﾙｰﾄ1

４

２
３

１

５

１

１

２

寿都町

岩内町

共和町

泊村

神恵内村

蘭越町

３

１

４

倶知安町

積丹町

古平町

余市町

仁木町

ﾆｾｺ町

２

赤井川村

５

２
１

３

４

７
６

４

３ きょうわちょう

とまりむら かもえないむら

しゃこたんちょう ふるびらちょう

よいちちょう

にきちょう あかいがわむら

くっちゃんちょう

ちょう

らんこしちょう

すっつちょう

いわないちょう
きょうわちょう

とまりむら

かもえないむら

しゃこたんちょう

ふるびらちょう

よいちちょう

にきちょう

あかいがわむら

くっちゃんちょう

ちょう

らんこしちょう

すっつちょう

いわないちょう

よいち

よいち

みやこ あかいがわむら

あかいがわむら

しりべし くっちゃんちょう

きゅうとうりょう きょうごくちょう

きょうごく

きもべつちょう

きもべつ

ちょう

ちょう

ようていざん

めな

きゅう

らんこしちょうたしも くろまつ

ないちょう くろまつない

くろまつない

おしょろ

しろいかわ
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避難退域時検査場所の運営体制

Ø 避難退域時検査場所は、北海道及び原子力事業者が国、関係町村、関係機関の協力のもと運営。

Ø 原子力事業者は備蓄資機材を活用し、500人程度の要員を避難退域時検査場所へ動員。

Ø 指定公共機関（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構・国立研究開発法人日本原子力研
究開発機構）は国及び北海道からの要請に基づき、要員及び資機材による支援を実施。

泊地域の避難退域時検査場所における検査及び簡易除染の体制（例）

総括責任者

住
民
受
付
チ
ー
ム

交
通
誘
導
チ
ー
ム

総括ﾁｰﾑ

車両検査
ﾁｰﾑ長

車
両
検
査
チ
ー
ム

車
両
簡
易
除
染
チ
ー
ム

住
民
等
検
査
チ
ー
ム

住
民
等
簡
易
除
染
チ
ー
ム

通信連絡ﾁｰﾑ

そ
の
他

※

※携行物品検査を含む

住民等検査
ﾁｰﾑ長
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避難退域時検査場所における活動基本ﾌﾛｰ

Ø 避難退域時検査は、北海道、原子力事業者、関係機関等の要員により実施。

Ø 検査要員は、検査及び簡易除染が実践できるよう、放射線の基礎等の講義及び機器の取り扱い実
習を含む研修を受講。

※ 避難時の除染や緊急事態応急対策活動等により発生した汚染水・ 汚染付着物等に
ついては原子力事業者が処理。

避

難

住

民

※ 車両の一時保管が必要となった場合は、原子力事業者の協力の下、保管場所を確保。

一時保管等

乗員

車両

・住民については、
汚染拡大防止処
置を行った上で
除染が可能な機
関で除染を実施。
場合によっては、
内部被ばくの検
査ができる機関
へ搬送。

・携行物品につい
ては汚染拡大防
止措置等を実施。

避難先等へ

避難先等へ
携行物品検査

住民

物品

車

両

検

査

簡

易

除

染

住

民

検

査

簡

易

除

染

訓練風景

40,000cpm
超過

40,000cpm
以下

40,000cpm超過

40,000cpm以下

OIL4
以下

OIL4
超過

OIL4
以下

OIL4
超過40,000cpm

超過

40,000cpm
以下
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※ 一時移転等を行う住民の検査は、乗員の代用として、まず車両検査を行う。



原子力災害時における医療体制

Ø 放射性物質による汚染や被ばくの状況に応じて、下図の医療体制により、適切に対応。

原子力災害医療協力機関 ※北海道が登録
【９医療機関・６団体】

高度被ばく医療支援ｾﾝﾀｰ及び

原子力災害医療・総合支援ｾﾝﾀｰ ※国が指定

【国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立大学

法人弘前大学等が実施】

原子力災害医療や立地道府県等が行う原子
力災害対策等を支援する。

原子力災害時において、汚染の有無にかか
わらず傷病者等を受け入れ、被ばくがある場
合には適切な診療等を行う。

原子力災害拠点病院では対応できない高度専門的な診療を
行うほか、原子力災害拠点病院等での診療に対して専門的
助言を行う。また、原子力災害医療・総合支援ｾﾝﾀｰは原子
力災害医療派遣ﾁｰﾑの派遣調整を行うほか、平時から原子
力災害拠点病院へ研修、指導、助言を行う。

協 力

支 援

原子力災害拠点病院 ※北海道が指定
【２医療機関（札幌医科大学附属病院、北海道大学病院）】

（凡例）

：原子力災害拠点病院

：原子力災害医療協力機関
（医療機関のみ）

国立大学法人

弘前大学

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

ひろさき

札幌医科大学附属病院

北海道大学病院

旭川医科大学病院

国立病院機構
北海道医療センター

国立病院機構
北海道がんセンター

北海道社会事業協会

岩内病院

北海道社会事業協会

余市病院

小樽市立病院

黒松内町国保くろまつない
ブナの森診療所

伊達赤十字病院

PAZ
UPZ

ＪＡ厚生連倶知安厚生病院
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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（千葉市）

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
(北海道原子力防災ｾﾝﾀｰ)

指導・協力

相談

避難退域時
検査場所等

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

（いずれの車両も衛星通信回線を装備）

大型救急車（1台）
患者搬送

支援車（1台）
現場指揮、

資機材・人員搬送

検査測定車（1台）
ﾐﾆﾗﾎﾞ付き、線量評価測定

Ø 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、緊急時、国及び関係自治体の要請に基づき、ｵ
ﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰに専門家、必要に応じ救急搬送車両等を派遣。また、必要に応じ、避難退域時検査等に
おける指導・協力を実施。また、機構からは、原子力災害医療に関する相談への指導・助言も実施。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構による協力体制

2011.03 東京電力（株）福島第一原子力発
電所の事故時におけるOFC（大熊町）での活動
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による協力体制

Ø 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は緊急時において、原子力緊急時支援・研修ｾﾝﾀｰ
（茨城）が窓口となリ、国及び関係自治体の要請に基づき、避難退域時検査場所における検査指導
や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ等の協力を実施するとともに、検査等に関する資機材、車両による支援も実施。

Ø また、ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰや緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ（EMC)等へ専門家を派遣するとともに航空機によるﾓﾆﾀﾘ
ﾝｸﾞを支援。

2011.03 東京電力（株）福島第一
原子力発電所の事故時における
国立研究開発法人日本原子力研
究開発機構の活動

資機材運搬車（2台）

移動式体表面測定車（2台）

移動式全身測定車（2台）

作業員の内部被ばく測定 緊急被ばく医療のための受入体制構築

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
原子力緊急時支援・研修ｾﾝﾀｰ（福井支所）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
原子力緊急時支援・研修ｾﾝﾀｰ（茨城）

緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

放射線防護資機材（80台）
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10．実動組織の支援体制
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Ø 不測の事態の場合は、北海道及び関係町村からの要請により、実動組織（警察、消防、海保庁、
自衛隊）による各種支援を必要に応じて実施。

泊地域周辺の主な実動組織の所在状況

119

とまり

第一管区海上保安本部

小樽（おたる）海上保安部

千歳（ちとせ）基地
（航空自衛隊第2航空団等）

寿都（すっつ）警察署

函館（はこだて）方面本部

札幌（さっぽろ）駐屯地
（陸上自衛隊北部方面総監部）

UPZ

PAZ
岩内（いわない）警察署

岩内（いわない） ・寿都（すっつ）

地方消防組合消防本部
羊蹄山（ようていさん）ろく

消防組合消防本部

倶知安（くっちゃん）警察署

余市（よいち）警察署

丘珠（おかだま）駐屯地
（陸上自衛隊北部方面航空隊）

北後志（きたしりべし）

消防組合消防本部

倶知安（くっちゃん）駐屯地
（陸上自衛隊北部方面対舟艇対戦車隊等）

余市（よいち）地区
（海上自衛隊余市防備隊）

真駒内（まこまない）駐屯地
（第11旅団司令部）

北海道警察本部

三沢（みさわ）基地
（航空自衛隊北部航空方面隊司令部等）

大湊（おおみなと）地区
（海上自衛隊大湊地方総監部等）

http://www.magtap.jp/dl.html
http://www.magtap.jp/dl.html
http://www.magtap.jp/dl.html
http://www.magtap.jp/dl.html
http://www.magtap.jp/dl.html
http://www.magtap.jp/dl.html


実動組織の広域支援体制

120

Ø 地域ﾚﾍﾞﾙで対応困難な支援要請があった場合は、北海道、関係町村からの各種要請を踏まえ、政府を
あげて、全国規模の実動組織による支援を実施。

Ø 要請の窓口となるｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ（実動対処班）において集約された各種要請等に対し、原子力災害対策
本部（官邸・ERC（原子力規制庁緊急時対応ｾﾝﾀｰ））の調整により、必要に応じ全国の実動組織（警察、
消防、海保庁、自衛隊）による支援を実施。

UPZ

災害派遣・原子力災害派遣
全国の陸・海・空の自衛隊によ
る支援

警察災害派遣隊
全国の都道府県警察による
支援

緊急消防援助隊
全国の市町村消防が所属する
都道府県単位による支援

巡視船艇・航空機の派遣
全国の管区海上保安本部に
よる支援

全国の実動組織による支援
ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

原子力災害対策本部
（首相官邸）

現地における
各種要請の集約

政府の調整結果に基づく
現地派遣指示



施設敷地緊急事態からの現地実動組織の体制

Ø 施設敷地緊急事態の時点でPAZ内の施設敷地緊急事態要避難者の避難が開始されることから、北海道又は

関係町村で避難手段の確保が困難になった場合に備え、現地事故対策連絡会議を開催するとともに、ｵﾌｻｲ
ﾄｾﾝﾀｰ実動対処班を設置（対象となる要員は、必要に応じ施設敷地緊急事態に至る前から体制立ち上げ）。
施設敷地緊急事態以降、原子力緊急事態の解除までの間、継続して対応を実施。

※ ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ実動対処班要員参集前に各種要請があった場合は、ERC実動対処班が連絡・調整を実施
→ 不測の事態における北海道、関係町村からの各種支援の要請に対し、実動組織

（警察、消防、海保庁、自衛隊）が連携のうえ、迅速な対応体制を構築

PAZ内に係る

施設敷地緊急事態要避難者※1
ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

実動対処班
（原子力規制庁、北海道、警察、

消防、海保庁、自衛隊）

＜自衛隊＞

陸上自衛隊北部方面隊
海上自衛隊大湊地方総監部
航空自衛隊北部航空方面隊

＜警察＞
北海道警察

＜消防＞

岩内・寿都地方消防組合消防本部

羊蹄山ろく消防組合消防本部

北後志消防組合消防本部

＜海保庁＞
第一管区海上保安本部

小樽海上保安部

部隊等
派遣

状況報告

対応連絡

現地事故対策
連絡会議※2

ERC
実動対処班

連携

調整

TV会議等を

活用し随時
情報共有

ERC:原子力規制庁緊急時
対応ｾﾝﾀｰ
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関係町村

在宅の避難行
動要支援者

安定ﾖｳ素剤
服用不適切者

小・中学校
（4校）

保育所・幼稚園
（2施設）

社会福祉施設
（2施設）

北海道

※1 全面緊急事態においては、PAZ内の一般住民、OILによる防護措置実施時にはUPZ内のうち対象地域の住民等を対象
※2 全面緊急事態以降は、原子力災害合同対策協議会で情報共有

いわ ない すっつ

ようていさん

きたしりべし

おたる



自然災害等により道路等が通行不能になった場合の対応

Ø 自然災害等により、避難経路等を使用した車両等による避難ができない場合は、北海道及び関係町
村からの要請により、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）による各種支援を必要に応じて実施。
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自治体等と連携の上、通行不能と
なった道路への他の車両の流入防止

避難先又は陸路で避難可能な
場所までﾍﾘｺﾌﾟﾀｰにより避難

余市港

小樽港
お たる

よ いち

UPZ

PAZ

岩内港
いわ ない

【凡例】

：交通情報板

：ﾍﾘﾎﾟｰﾄ適地等

：港湾

：漁港



ü緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ支援
ü被害状況の把握
ü避難の援助
ü人員及び物資の緊急輸送
ü緊急時の避難退域時検査及び簡易除染
ü人命救助のための通行不能道路の啓開作業

自然災害などの複合災害で想定される実動組織の活動例

ü現地派遣要員の輸送車両の先導
ü避難住民の誘導・交通規制
ü避難指示の伝達
ü避難指示区域への立ち入り制限等

警察組織

ü避難行動要支援者の搬送の支援
ü傷病者の搬送
ü避難指示の伝達

消防組織

ü巡視船艇による住民避難の支援
ü緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ支援
ü船舶等への避難指示の伝達
ü海上における警戒活動

海上保安庁

防衛省

Ø 北海道と関係町村との調整を踏まえ、必要に応じ広域応援を実施。
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